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改正健康保険法一部施行

　第１５４通常国会で成立した改正健康保険法の一部が、１０月１日より次の通り施行されます。

１．窓口負担割合（３歳未満・７０歳以上）

　

年齢 １０月１日から

３歳未満 ２割

７０歳以上 １割（一定以上の所得がある場合は２割）
　　　　　　　　 一定以上の所得＝ 年収が、夫婦２人世帯で６３７万円以上・単身世帯で４５０万円以上

　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、市町村町の国民健康保険給付係等へお問い合わせください

２．高額療養費自己負担限度額（月額）

　①７０歳未満

区　　分 １０月１日から

　　上位所得者
　（月収５６万円以上）

１３９，８００円＋（医療費－６９９，０００円）×１％

一　　　般

７２，３００円＋（医療費－３６１，５００円）×１％

 
＜医療費が１ヵ月５０万円かかった場合＞

 本来ならば一部負担金は　　　　　　５０万円×２割（03 年３月末まで）＝１０万円

 高額療養費を受けられるので、自己負担限度額は

　　　　　　 　７２，３００円＋（50 万円－３６１，５００円）×１％＝７３，６８５円　

 　　　　　　　　　　　　　　償還額は１０万円－７３，６８５円＝２６，３１５円　　

低所得者
（世帯全員が住民税非課税）

　定額３５，４００円

　②７０歳以上

１０月１日から区　　分

外来（個人単位） 外来＋入院または世帯単位

一定以上の所得者 ４０，２００円 ７２，３００円＋（医療費－３６１，５００円）×１％

一　　般 １２，０００円 ４０，２００円

２４，６００円（世帯全員が住民税非課税）低所得者   ８，０００円

１５，０００円（世帯全員が住民税非課税かつ全員の所得がない）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、市町村町の国民健康保険給付係等へお問い合わせください

Ｊ Ａ Ｍ        

政策ＮＥＷＳ

２００３年４月から

☆健康保険被保険者の自己負担割合３割

☆総報酬制の導入（保険料算定ベースが月収ベースから年収ベースになる）

☆薬剤の一部負担廃止
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